
EUの
科学技術情勢
2015年12月

国立研究開発法人科学技術振興機構
研究開発戦略センター
海外動向ユニット

高野 良太朗
山  下　  泉



1 
 

EU 

EU（European Union、欧州連合）は、独立した「国家」とは異なり独立国の連合体で

あり、地域共同体かつ国際機関である。ヨーロッパには、英国、ドイツ、フランスといっ

た国々がグローバルな経済体制の中で競争していると考えられるが、他方、これまで二度

の世界大戦の教訓やその後の米国の台頭などを受け、政治経済を含めて色々な局面でのヨ

ーロッパとしての統合を目指している。 

とりわけ科学技術において、強大な米国や将来の中国とグローバルな競争を進めていく

ためには、もはや英独仏いずれであっても単独では太刀打ちできなくなってきている。EU

に関しては経済的な統合の面が強調されるきらいがあるが、科学技術の面でも強い形での

統合が進んでおり、また EU に参加していない国、例えばスイスやノルウェーなどといっ

た科学技術先進国も一緒になって協調共同関係を取っているとみられる。 

したがって、ヨーロッパの国々の科学技術事情を概観する際には、個別の国々の事情や

動向を見るだけではなく、ヨーロッパ全体としての動きを把握する必要があると考えられ

る。そこでここでは、EU についての科学技術動向を取り上げてみたい。 

 

１ EU の概要 

EU は、1950 年代から様々な共同体設立を経て、規模を拡大してきた。政治・経済的に

加盟国を結束させ、貿易や制度の障壁を徐々に低くし、2013 年に現在の 28 の加盟国を擁

する共同体となった。Eurostat の 2014 年の値によると、加盟 28 カ国全体の人口は 5 億

人超で、GDP は約 13.9 兆ユーロ、一人当たり GDP は約 2 万 7 千ユーロであり、米国を

抜いて世界一の経済圏である。 

貿易については、EU からの輸出は 2013 年で 1.7 兆ユーロに上り、世界全体において

16.0％を占め、世界第 1 位となっている（2 位は中国で 15.4％）。また、輸入については

2013 年で 1.6 兆ユーロを超え、世界全体の 15.2%であり、米国の 15.9%に次いで 2 位であ

る。2014 年の輸出の最大の相手国は米国で 16.9%、2 位が中国で 10.0％、3 位以降はスイ

ス、ロシア、トルコなどとなっている。輸入相手国の 1 位は中国で 18.0%、2 位はロシア

で 10.8％、以下米国、スイス、ノルウェー、日本などとなっている。 

品目別では EU の輸出品は、機械類、輸送機器その他の加工商品で全体の 7 割弱を占め、

化学製品が 15％である。輸入品は、機械類や輸送機器にその他の加工商品を加えると 50%

超となり、燃料と原材料で 27%となっている。 

全体としての貿易収支は、2014 年で 224 億ユーロの黒字となっている。その要因とし

ては、機械類や輸送機器、および化学製品での黒字が挙げられる。これらの黒字分で、燃
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料と原材料の赤字分を補填している格好である。 

 

２ ヨーロッパの科学技術振興の歴史 

 

① ヨーロッパ統合への歩み 

 ヨーロッパ統合は、1952 年に欧州石炭鉄鋼共同体が設立され、ベルギー、ルクセンブル

ク、オランダ、西ドイツ、フランス、イタリアの各国が加盟したのが始まりである。次に

1957 年には、経済分野での統合とエネルギー分野の協力を促進するため、各国はローマ条

約を調印し、翌年欧州経済共同体と欧州原子力共同体が発足した。 

このように、EU が形成されていく過程では、「石炭」「鉄鋼」「原子力」という資源・エ

ネルギー分野での協力がかなり初期の段階から行われ、各国が協力できるかどうか、また

協力することでメリットが得られるかどうかという試金石になってきたといえる。もちろ

ん法制度、経済、財政、軍事などその他にも各国が統合していくべき分野は多くあったが、

EU 形成の初期段階でエネルギー、資源分野が協力を促進していく役割を担ったことは注

目すべきである。 

 

② 科学技術関係での共同研究開発の歩み 

現在の科学技術分野での EU 各国の協力体制にも、このときの成功体験が影響している

と考えられる。とりわけ原子力においては、研究開発を加盟国で協力しながら進めていく

という共同プロジェクトが、欧州原子力共同体の発足当初より進められ、現在まで続くヨ

ーロッパ全体で資金と人材を共有しながら研究開発を行う先鞭となっている。その後も欧

州原子力共同体は、EU の中である程度独立性を保ったまま現在まで継続している。更に、

欧州原子力共同体の共同研究センターとして、イタリア、オランダ、ベルギー、ドイツな

どに各研究所が存在している。 

欧州原子力共同体以外にも、欧州各国は様々な分野で共同研究開発を行ってきた。その

もっとも古い例が CERN（欧州原子核研究機構）である。1954 年にスイスのジュネーブ

近郊に設立された CERN は、欧州の 11 カ国が設立メンバーで、現在は 21 カ国がメンバ

ー国となっている。CERN の設立の経緯は、第二次世界大戦後、国際機関が多く設立され

る中で、フランス、イタリア、デンマークの物理学者たちは物理学分野の科学者を集め、

また非常に高額な原子核物理学の研究施設を共同で作るために、原子核の共同研究所を作

れないかと考え始めた。その後 UNESCO の助けと科学者たちの尽力により、1955 年に設

立にたどり着いたのである。CERN の設立時に考えられた、欧州全体の科学者による共同
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研究と、高額な研究インフラを共同でお金を出し合い建設する、という考え方は現在の EU

の政策にも色濃く残っており、興味深いものである。 

 

３ 科学技術の現状と動向 

 

① EU の組織と意思決定 

EU は国際機関であるが、各国の政府と同様に内部に行政、立法などの仕組みを抱えて

いる。まず「欧州委員会」は各国の行政府に相当し、委員会の総局（Directorate General）

が省庁に相当する。総局は担当する分野別に分かれており、科学技術・研究開発について

は「研究・イノベーション総局」が主に担当するものの、各分野別の研究課題については

各総局が担当することもある。関連する機関としては気候行動総局、競争総局、農業・農

村開発総局、教育・文化総局、移動・交通総局、起業・産業総局、環境総局、健康・消費

者保護総局、コミュニケーションネットワーク・コンテンツと技術総局、地域政策総局、

エネルギー総局等がある。また、総局の一つとして位置づけられる共同研究センター（JRC）

は、傘下に複数の研究所をもち、シンクタンクとしての機能を果たしている。 

欧州委員会の傘下には、行政実務を担う機関として執行機関（Executive Agencies）が

あり、その中に後述するフレームワークプログラム（FP）の実施を担う研究執行機関 

(Research Executive Agency)、ERC（欧州研究会議、European Research Council）など

がある。 

次に「欧州議会」は、加盟各国の国民による直接選挙によって選出された 700 人を超え

る議員（欧州議員）により構成され、EU の立法府としての役割をもっている。 

「欧州理事会」は、加盟国の国家元首・政府首脳（すなわち首相や大統領など）、常任

議長、欧州委員会委員長で構成される機関である。欧州理事会の役割は、EU の政治的指

針を決定することであり、原則として半年間に 2 回会合がもたれる。個別具体的な政策を

定めるのは、「EU 理事会（閣僚理事会、あるいは単に理事会とも呼ばれる）」であり、加

盟国の閣僚から 1 名のメンバーが選出され構成される組織で、取り扱う分野別に分かれて

いる。例えば外務理事会、環境理事会などがある。科学技術・研究開発を主に担当するの

は競争理事会である。 

このように、EU 内部の組織の役割分担は通常の独立国家の政府と比べて複雑であり、

わかりにくい点も多い。科学技術・研究開発に関する政策は、通常の場合、研究・イノベ

ーション総局が他の担当総局と協議の上で原案を作り、欧州議会、EU 理事会が検討した

上で政策を確定し、執行機関が実施する、という流れである。 
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② 科学技術へのインプット 

OECD の 2013 年のデータによると、EU28 カ国の研究開発投資額は、購買力平価米ド

ル換算額で約 3,420 億ドルであった。これは、米国の約 4,570 億ドルに次ぐ第 2 位に相当

し、中国（3,360 億ドル）よりもやや大きいという状況であった。なお、1995 年時点での

加盟国である EU15 の研究開発投資額は約 3,180 億ドルであり、EU 全体での投資額の大

部分が新規加盟国以外によりなされていることが見てとれる。 

研究費の対 GDP 比は 1.91%（2013 年）で、日本の 3.47%、米国の 2.73%と比べて大分

低くなっている。総研究開発費のうち政府支出の研究開発費が 33%、民間が 54%となって

いる（どちらも 2012 年）。日本では政府支出が 17％、民間が 76%（2012 年）、米国では

同様に 30%、59%であり、EU の場合民間からの支出が相対的に低いことが問題とされて

いる。 

EU 全体の研究者数（フルタイム換算）は 173 万人 (2013 年)で、米国の 127 万人（2012

年）よりも大きいが、労働人口千人当たりの研究者数は 7.12 人 (2013 年)で米国の 8.09

人（2012 年）と比べてやや劣る。人材の面でも、EU15 の研究者数が EU 全体の 9 割弱を

占め、偏りが存在するといえる。 

 

③ 科学技術のアウトプット 

EU の科学技術・研究開発のレベルは、様々な指標から全体的に世界でトップレベルに

あるといえる。米国・日本と競合し、一部の分野では世界随一の研究レベルを誇る。その

推進力となる国はやはり英国、ドイツ、フランスなどの主要国であるが、質という観点か

らはスウェーデン、フィンランドなど小国ながら高い研究開発レベルを誇る国もある。 

 科学論文の数では、トムソン・ロイター社のデータをもとにした文部科学省科学技術政

策研究所の「科学研究のベンチマーキング 2015」でみると、2011 年から 2013 年の 3 年

平均で、米国 1 位、中国 2 位に続いて、ドイツが 3 位、英国が 4 位となっている。その後

に日本が入り 5 位、次いでフランスが 6 位、イタリアが 7 位、スペインが 10 位となって

おり、EU 各国が高い学術水準を保っていることがわかる。ただし、20 位以内には 7 カ国

が入るのみで、さらに 7 カ国が 50 位以降にランクインするなど、国家間での差は大きい。 

世界知的所有権機関（WIPO）の World Intellectual Property Indicators によると、2013

年の人口 100 万人あたりの自国・地域の特許庁への出願件数は、ドイツが 917 件で第 4 位

にランクし、これは第 2 位である日本の約半数、第 5 位である米国とほぼ同数であった。

その他、フィンランド、スウェーデン、デンマーク、オーストリアが上位 10 位に名を連
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ねるが、いずれも米国には及ばない。すなわち、欧州全体としての特許出願は、日本、米

国と比較して活発でないといえる。なお、このランキングのトップは韓国で、3,186 件で

あった。 

 

４ 科学技術政策動向の概観 

 現在の科学技術政策は、「欧州 2020」という経済成長戦略に基づいた活動の一翼を担う

という位置づけにある。また、欧州 2020 の背景には、2000 年に策定されたリスボン戦略

がある。ここでは、リスボン戦略から欧州 2020 に至る流れを概観したうえで、科学技術・

イノベーション政策の基本枠組みである、フレームワークプログラム（FP）に触れる。そ

のうえで、次節で現行の FP である Horizon 2020 について述べる。 

 

① リスボン戦略と欧州研究圏 

EU が 2000 年に策定し、その後の科学技術・イノベーション関連政策を含め EU 全体

の基本的な方針となったのが、リスボン戦略（Lisbon Strategy）である。リスボン戦略は、

2000 年 3 月のリスボンにおける欧州理事会で示された、経済・社会政策に関する包括的

な戦略目標で、「2010 年までに欧州を世界で最も競争力があり、知を基盤とする経済圏と

して構築すること」としている。その後、2002 年にバルセロナで開かれた理事会で「EU

の研究開発投資を対国内総生産(GDP)比 3%に引き上げる」（バルセロナ目標） などの具

体的目標が掲げられた。 

リスボン戦略に貢献する構想として提案されたのが、欧州研究圏（European Research 

Area, ERA）である。欧州研究圏構想とは、欧州を単一の研究開発活動の場として統合す

るという構想で、研究開発体制のあり方として欧州が目指すべき目標である。「これまでの

欧州の研究開発は各国ごとに分断されており、そのため効率が悪く、資金不足が生じたり

研究を促進し成果を利用する環境が欠如しているため、結果として研究活動の分断や研究

資源の分散などが生じている」という問題意識によるものである。なお、欧州研究圏構想

は、欧州 2020 が発表されてからも、EU にとっての重要な枠組みとして残されている。 

 

② 「欧州 2020」 

2010 年にリスボン戦略が一旦区切りを迎え、経済危機が深刻化したあとも、ヨーロッパ

をより統合した形で科学技術を含めた経済社会活動を進めていくべきであるという問題意

識は継続し、2010 年 3 月、欧州委員会は新戦略「欧州 2020（EUROPE 2020）」を発表し

た。欧州 2020 は科学技術だけではなく、今後の 10 年間、EU の経済・社会に関する目標
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を定めた戦略であり、前述のリスボン戦略の後継の基本戦略となっている。欧州 2020 は、

以下の 3 つの成長を柱とする。 

・賢い成長（知識の育成、イノベーション、教育、デジタル社会） 

・持続可能な成長（競争力を強化しつつ生産の資源効率を高める） 

・全体的成長（労働市場への参加促進、技能の取得、貧困対策） 

これらの成長を実現するために EU および各加盟国が行うべき具体的な取り組み

(Initiative)を提示している。そのうち、研究開発・イノベーションに関するものは

Innovation Union と呼ばれており、具体的な中身は以下の通りである。 

・EU は ERA を完成させ、重点研究分野における戦略的研究アジェンダを作成する。

また EU 加盟国の共同プログラミング（Joint Programming）を促進する 。 

・EU はイノベーションを促進する社会制度を構築する。具体的には単一の EU 特許、

専門特許裁判所の設立、著作権と商標制度の近代化、知的所有権保護へ中小企業がア

クセスしやすくすること、規格制定の迅速化、資金調達を容易にすること、公的調達

と賢い規制の活用などがある。 

・EU と各加盟国の間で「European Innovation Partnership」を締結し、EU の諸課

題に対処する技術開発を行う。当面対象となる技術として、例えば「2020 年までにバ

イオ技術エコノミーを確立する技術」、「ヨーロッパの産業の将来を形作る技術」、「高

齢者が自立して積極的に生活するための技術」などが挙げられている。 

・EU は、自らが実施する様々な研究開発プログラムの活用、特に中小企業がそうし

た資金にアクセスしやすくすること、また低炭素技術の開発を行おうとする企業への

優遇措置などを実施する。 

・EU は、EIT (European Institute of Innovatino and Technology) を含め、ビジネ

ス、研究機関、教育機関の連携の強化を通じて、知識の共有とイノベーションにおけ

るパートナーシップを促進する。 

・EU 加盟各国は、研究開発イノベーション・システムの改革を実施する。具体的に

は、大学間の協力促進、研究開発機関とビジネス間のパートナーシップの強化、共同

プログラミングの実施などを行う。 

・EU 加盟各国は、各自のファンディング制度と研究機関を EU 域内で連携させるこ

とにより、EU 域内全体に価値の高い技術を拡散させる。 

・EU 加盟各国は、人材を確保するため、自然科学・工学分野の卒業生を増加させる。

また教育において、創造性、イノベーション志向、起業家精神を育てるようなカリキ

ュラムを強化する。  
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・EU 加盟各国は、民間からの研究開発投資を増加させるため、研究開発への税制上

の優遇措置、その他の財政的枠組みを活用する。 

 

 以上で述べられた戦略を実施するための枠組みとして重要なものが、次項で述べるフレ

ームワークプログラムである。 

 

③ フレームワークプログラム（FP） 

EU は、EU 加盟国及び関連国を対象とした研究助成プログラムであるフレームワーク

プログラム（Framework Programme： FP）を、1984 年から実施している。FP とは、

個別プログラムがパッケージ化されたものである。すなわち、基礎研究支援、人材育成、

技術開発、中小企業支援、社会的課題への対応といったテーマに応じた個別プログラムの

集合体である。 

統一された仕組みでの競争化段階前の研究開発のコーディネーションプログラムとし

て開始された FP は、FP2 の段階で研究インフラの整備にも予算配分を始め、FP3 では単

一市場を見据え、標準化につながる研究を推奨した。FP4 ではイノベーションがキーワー

ドとして現れるようになり、FP5 以降でその傾向が強化されている。FP6 では、前述の欧

州研究圏（ERA）に初めて言及した。FP7 において 5 年間から 7 年間のプログラムに変更

されるとともに、予算額も大幅に増加した。 

さらに、現在は FP7 の後継枠組みプログラムである Horizon 2020 が、2014－2020 年

の期間を対象として運営されている。7 年間で 770 億ユーロという大規模な予算が配分さ

れる Horizon 2020 へは、FP7 に相当する取り組みのみならず、既存の中小企業支援の枠

組み（CIP）で行われていた活動も組み込まれている。すなわち、研究開発の取り組みに

絞ってみた場合、必ずしもその予算額は増額されたとはいえない。FP の予算推移を示し

たものが、図表 1 である。 

 

図表 1： フレームワークプログラムの予算額の変遷 
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５ Horizon 2020 

 

① Horizon 2020 とは 

Horizon 2020 とは、前述の通り 2014～2020 年までの研究開発・イノベーション投資の

方向性を定める枠組である。FP7 の後継プログラムという位置づけだが、FP7 には含まれ

ていなかった欧州イノベーション技術機構（EIT）や競争力・イノベーションフレームワ

ークプログラム（CIP）を含む、より広範なプログラムとなっている。 

 

② Horizon 2020 の構成と予算 

Horizon 2020 には 3 つの大きな柱とその他の取り組みがあり、それらに従って公募型の

資金配分がされる予定である。第一の柱は、「卓越した科学」である。これは、基礎研究支

援や研究者のキャリア開発支援、インフラ整備支援などを通じ、欧州の研究力を高めるこ

とを目的としたものである。7 年間で約 244 億ユーロの資金が配分される。 

第二の柱は、「産業リーダーシップ」である。これは、ブレイクスルー技術（Key Enabling 

Technologies）や産業技術研究の支援、リスクファイナンスの提供、中小企業の支援など

を通じ、技術開発やイノベーションを推進するものである。7 年間で約 170 億ユーロが配

分される。 

第三の柱は、「社会的な課題への取り組み」である。ここでは 7 つの社会的課題を定義

し、その解決に資する様々な取り組み（基礎研究からイノベーション、社会科学的な研究
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まで）が行われる。ただし、この柱では、より市場に近い取り組み（パイロットテスト、

テストベッド、デモンストレーションなど）に主眼が置かれている。7 年間で約 297 億ユ

ーロが配分される予定である。 

その他、欧州イノベーション技術機構（EIT）、共同研究センター（JRC）、エクセレン

スの普及と参加の拡大、社会とともにある・社会のための科学など、相対的に規模の小さ

い複数の取り組みがある。なお、EIT とは、知識・イノベーションコミュニティ（KICs）

と呼ばれる産学官連携組織を束ねる仕組みである。KICs は欧州中に拠点をもっており、

その拠点で行われる研究・教育活動をバーチャルにつなぐ。JRC とは前述のとおり欧州委

員会に対して情報提供を行うシンクタンクであり、欧州委員会の総局のうちの一つを構成

する。欧州の各地に 7 つの研究所をもつ。エクセレンスの普及と参加の拡大では、卓越し

た研究者の、潜在力の高い地域への派遣（ERA chairs）やメンバー国に対する戦略策定の

サポート（S3 Platform）などの取り組みが行われる。社会とともにある・社会のための

科学では、科学と社会との効果的な協力関係を構築するとともに、優秀な人材を科学の分

野にリクルートし、さらに科学的なエクセレンスと社会的な責任とをリンクさせることを

目的とした活動が進められる。以下の表は、Horizon 2020 の予算の詳細を、プログラムの

構成に沿って整理したものである。 

 

図表 2： Horizon 2020 の予算詳細 

項目 金額（億ユーロ）

卓越した科学：  244.41 

内訳     ERC（欧州研究会議） 130.95

       FETs（未来萌芽技術） 26.96

       マリー・スクウォドフスカ＝キュリーアクション 61.62

       欧州研究インフラ 24.88

産業リーダーシップ：  170.16 

 内訳    産業技術開発でのリーダーシップ 135.57

       リスクファイナンスの提供 28.42

       中小企業のイノベーション 6.16

社会的課題への取り組み 296.79 

 内訳    ①保健、人口構造の変化および福祉 74.72

       ②食糧安全保障、持続可能な農業およびバイオエコノミ

ー等 
38.51
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       ③安全かつクリーンで、効率的なエネルギー 59.31

       ④スマート、環境配慮型かつ統合された輸送 63.39

       ⑤気候への対処、資源効率および原材料 30.81

       ⑥包括的、イノベーティブかつ内省的な社会の構築 13.09

       ⑦安全な社会の構築 16.95

社会とともにある・社会のための科学 4.62 

エクセレンスの普及と参加の拡大 8.16 

欧州イノベーション・技術機構（EIT） 27.11 

共同研究センター（JRC）（原子力を除く） 19.03 

合計 770.28 

出典： Factsheet Horizon 2020 budget 

 

③ Horizon 2020 の運営 

Horizon 2020 は、基本的な方針を欧州委員会が決定した後、ワークプログラムと呼ばれ

る 2 年単位の公募要領を公表し、研究者からの応募を受け付ける仕組みになっている。ま

た、多くの領域において、研究者はメンバー国・準メンバー国の中から 3 ヵ国以上をまた

がるコンソーシアムを形成したうえで応募することが求められる。また、域外国の研究者

も、明示的に禁止されていない限り、このコンソーシアムに参加して共同研究を行うこと

ができる。ただし、日本のような先進国の研究者が参加した場合、その技術がプロジェク

ト成立に不可欠であるといった例外的な場合を除き、欧州委員会からの資金配分を受ける

ことはできない。既に述べたとおり、一部の公募は、研究執行機関(Research Executive 

Agency)、ERC（欧州研究会議、European Research Council）などに委託されている。 

なお、運営に関する意思決定は欧州委員会が行うものの、その過程においては外部の意

見を取り込むための様々な仕組みが存在する。そのなかでも、欧州技術プラットフォーム

（ETP）、共同技術イニシアチブ（JTI）、産官連携組織（PPP）が重要である。ETP とは、

産業分野ごとに設立された企業を中心としたフォーラムで、自身の分野での研究戦略を立

案することを目的として活動している。ETP のうち一定の要件を満たしたものは、JTI や

PPP といった、より広範な機能を持った組織を立ち上げることができる。JTI では、独自

の戦略のもと、欧州委員会の資金にメンバーが出し合った資金等を加え、独自の研究公募

を行っている。また、PPP では独自の戦略を立てて欧州委員会に提示し、その戦略に応じ

た公募プログラムがFP上で実施されることを目的として活動している。現在、41のETP、

6 の JTI、9 の PPP が存在する。また、JTI と PPP に対しては、Horizon 2020 の期間中
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に約 140 億ユーロの公的投資が予定されている。 

いずれにしても、ある課題にビジネスの視点で取り組む者の問題意識を吸い上げ、それ

に応じた公募プログラムを策定するための仕組みが存在する。同時に、公募プログラムに

参加する企業に応分の負担を求めることで、支出される公的資金を核として生み出される

研究開発活動の規模を増大させようとしている。また、このモデルは成功しつつあるもの

と認識されているようで、近年では、社会的課題の詳細化を目的とした、欧州イノベーシ

ョンパートナーシップ（EIP）という組織も設置された。現在、5 の EIP が活動を行って

いる。 

 

④ 手続き的な側面での変更点 

Horizon 2020 では、手続きの合理化も謳っている。研究者は、FP などの資金を獲得し

ようとする際、忙しい中で多くの書類を準備し、その上で長い時間待たなければならなか

った。Horizon では規則や手順を簡略化して、研究者などが必要な資金を容易に利用でき

るようにするための努力が重ねられている。主要な目標の一つは、助成金の申請後、資金

が供与されるまでの期間（FP7 では平均 350 日）を平均で 100 日に短縮することである。

この他にも、資金配分方法を最大 100%の研究費配分（市場化が近いものは 70%が上限、

FP7 では 50%）とし、間接費は一律 25%を配分することで資金配分を単純化・明瞭化す

ることなどが行われている。 

また、Horizon 2020 においては、FP7 に比べ、域内外の参加を促進する仕組みが整備

されている。たとえば、Horizon 2020 への参加者をサポートするナショナル・コンタクト・

ポイント（NCP）が以前よりも強化された。日本においても、2013 年 11 月に日欧産業協

力センターが日本初の NCP に任命され、情報提供などのサービスを提供している。 

このように、欧州 2020、イノベーション・ユニオンの実現を支援するためのプログラム

である Horizon は、FP7 までの EU のファンディング・プログラム運営の経験を取り入

れ、様々な改善が施された。また金額的にも、EU 加盟国全体が財政的に問題を抱える中

で一定の伸びを要求する予算案を示せたことは、EU が科学技術・イノベーションの重要

性を認識し、それなしでは EU が将来生き残っていけないという覚悟をはっきりと示した

といえる。 

 

６ 構造・投資基金（ESIF）を活用した科学技術政策 

現行の Horizon 2020 などの FP とともに重要なものが、構造・投資基金（ESIF）を活
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用した科学技術政策である。ESIF とは 5 つの基金1を総称したもので、欧州域内で相対的

に開発の遅れた地域を支援する目的をもつものである。ESIF を用いた取り組みの一つと

して、科学技術・イノベーションの推進がある。欧州委員会によると、2007－2013 年の

FP7 に対応する期間において、860 億ユーロが ESIF から研究・イノベーションの取り組

みに配分された。具体的には、研究インフラ整備、起業支援、人材育成などを対象とした。

FP7 による配分額が約 500 億ユーロであったので、それよりもかなり規模の大きい金額が

配分されたことになる。この方向性は、現在も変わっていない。 

ESIF は、FP とは異なった論理により配分されている。FP が競争に基づくのに対し、

ESIF は一定の基準に従った各国への割り当てに基づく。各メンバー国は欧州委員会と 7

年間を対象としたパートナーシップアグリーメントを結び、この中で各国に配分される資

金額やどのような活動に資金を配分するかといった内容が詰められる。 

 ESIF はトップレベルの科学技術を支えるものではなく、またインフラ整備に多くが割

かれ必ずしも研究活動そのものを支えるものでもないが、その金額的インパクトは大きい。

また、域内格差が大きい欧州にあって、その果たすべき役割は大きいと考えられる。 

 

７ 科学技術上のトピック 

 

① 公的投資のレバレッジ効果を高める Horizon 2020 の仕組み 

 Horizon 2020 は欧州の科学技術・イノベーションの中心であるが、それはあくまで中心

に過ぎない。Horizon 2020 には、770 億ユーロというそれ自身の予算よりも、大きな規模

の活動を誘発するための仕組みが組み込まれている。 

 具体的には、まず原則として民間の主体が資金配分を受ける際には、必要な研究開発経

費の最大 70％までしか配分を受けることができないというルールになっている。そのため、

残りの 30％の資金は自前で調達する必要が生じ、この点で Horizon 2020 の配分額以上の

規模の研究開発が行われることになる。 

 また、既に述べたとおり、Horizon 2020 の運営には、JTI や PPP といった産官連携組

織が深く関わっていた。これらの組織に参加するメンバーは、欧州委員会の配分する資金

に自身の資金を加え、研究開発を推進する2。その結果、同様に公的資金の配分額以上の規

模の研究開発が行われることになる。 

さらに、産官連携組織を巻き込んだ取り組みは、ある問題に対し真にコミットする者に

                                                   
1 欧州地域開発基金（ERDF）、欧州社会基金（ESF）、結束基金（CF）、地域開発のための欧州農業基金（EAFRD）、欧

州海事漁業基金（EMFF）の 5 つである。 
2 PPP においては金銭出資は義務づけられておらず、設備や人材の拠出に代えることも可能である。 
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対してインセンティヴを与えるという観点からも重要である。より優れた戦略を策定する

ことで、その戦略に従った資金配分の額が増え得るという仕組みは、戦略策定およびそれ

に従った研究開発の活動へのインセンティヴとして働くと考えられる。このようにして、

研究開発の質の面でも、公的投資のレバレッジ効果を高める工夫が見られる。 

 

② 標準化におけるインパクト 

 Horizon 2020 による効果として注目すべきものの一つに、標準化におけるインパクトが

考えられる。欧州の国をまたいだコンソーシアムが標準化に向けた活動を進めると、デジ

ュール標準（ISO、ITU などの公的な標準化組織により規定される標準）の策定に有利に

働く。通常、デジュール標準の策定プロセスには、国単位で与えられた投票権に基づく投

票が行われるからである。EU 加盟国は 28 カ国に及び、それらの国々が意思を統一した場

合は大きなインパクトを持つと考えられる。 

 そのような標準化を視野にいれた活動を行う組織が、前述の PPP（産官連携組織）の中

に存在する。5G Infrastracture Public Private Partnership（5G PPP）という組織であ

る。名称のとおり、第 5 世代の無線通信の標準策定を視野に入れつつ、研究戦略の策定と

研究開発に取り組んでいる。 

 この 5G をテーマとしたコンソーシアムとは、2014 年 6 月に韓国が協定を結び、共同で

研究開発に取り組む姿勢を示した。また、2015 年 5 月には、日本もこのコンソーシアム

と連携する方向性を示した。2014 年 9 月に設立された企業・団体・学識経験者等から成

る「第 5 世代モバイル推進フォーラム」が 5G PPP と覚書を結び、共同で研究開発に取り

組む。 

 このように、標準化において大きなインパクトを持ちうる欧州とは、早期の段階から連

携し、情報を得るとともに日本としての考えをフィードバックすることが重要であると考

えられる。 

 

③ 域内格差という問題 

 EU 域内に留まらず大きなインパクトをもつと考えられる EU の取り組みであるが、同

時に域内格差という問題も抱えている。上述のとおり、研究開発投資や研究人材の配置は、

旧来からのメンバー国に集中していた。また、FP7 の最終評価報告書によると、FP7 への

参加者においても、大きな偏りが見られた。たとえば、高等教育機関については、上位 50

位の参加機関は、10 の加盟国と 2 の準加盟国に集中していた。研究機関で 12 の加盟国と

3 の準加盟国、企業では 11 の加盟国と 3 の準加盟国が上位 50 位を独占していた。また、
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上位を独占する国の顔ぶれも一定の範囲に収まっていた。 

 異なる背景を抱える国が集まるため、研究開発への取り組みに対する温度差があること

は自然である。また、エクセレンスに基づいて資金を配分する以上、このような偏りが生

じることはある程度は止むを得ないはずである。しかし、欧州研究圏という単一の研究市

場をつくるうえでは、研究の水準や取り組みへのコミットメントにおける格差は妨げにな

る。また、欧州レベルでの取り組みが加盟国の分担金により支えられている状況下では、

あまりに大きな偏りは好ましくない。 

Horizon 2020 の予算配分からは、エクセレンスに基づいて配分される Horizon 2020 の

資金の一部（1％強）が、「エクセレンスの普及と参加の拡大」という平準化を目的とした

プログラムに充てられることが見てとれる。また、FP よりも多くの資金を ESIF に割い

て底上げが図られている。この背景には、欧州委員会が格差の問題を重視していることが

伺われる。 

 

８ まとめ 

 EU では、共通の枠組みのもと、産業界を巻き込む形で科学技術・イノベーションに関

する取り組みが進められていた。その中心は、個別プログラムの集合体としての Horizon 

2020 である。基礎研究からイノベーションまでを幅広く支援する Horizon 2020 の中には、

標準化を視野に入れた取り組みなど、日本としても注視すべき取り組みが見られた。他方

で、エクセレンスに基づいた FP の取り組みよりも、ESIF という格差是正のための取り

組みにより多くの資金が配分されている状況が見てとれた。格差の問題をいかに克服しつ

つ、EU のプレゼンスを高めるか、今後の取り組みが注目される。 
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